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令和７年第３回 市民福祉委員会会議録 

令和７年９月２日 

第２委員会室 

開  会： 午後１時 30 分 

 

委 員 長 太田 敦之 

副委員長 町野 道明 

２番委員 秋山 佳寛、３番委員 猿渡 南江、４番委員 西尾 努、５番委員 後藤 康司 

 

委員長   ；はい、定刻になりましたので、ただいまから令和７年第３回市民福祉委員会を開会

いたします。 

本日の会議は、去る８月 26 日の本会議において、当委員会に付託された議案の審査

であります。議事の進行は次第の順序で行いますので、よろしくお願いいたします。 

初めに、鵜飼議長、御挨拶をお願いいたします。 

議長    ；皆さんこんにちは。 

第３回の市民福祉委員会、御苦労さんでございます。 

何かモニターの調子が悪いそうで久しぶりに市長、副市長、立ち会っていただきま

す。よろしくお願いします。 

本当に暑い中ですので体調をしっかり管理していただきまして、９月議会に合わせ

ての委員会です。しっかりやっていただきたいと思います。今日は５件と盛りだく

さんでありますので、しっかりと慎重審議よろしくお願いいたします。御苦労さん

です。 

委員長   ；はい、ありがとうございました。 

それでは議題に入りますが、議案の内容は本会議において詳細説明まで受けており

ますので、直ちに委員の質疑、それに対する答弁、討論、採決という順序で進めさせ

ていただきます。 

なお、発言及び反問につきましては、委員長の許可を得て、必ずマイクのランプが点

灯していることを確認し、着座にて、マイクに向かって簡潔に質疑・答弁をされます

ようお願いいたします。 

 

 

委員長   ；「議第７９号 令和７年度恵那市一般会計補正予算（第４号）（歳入歳出所管部分）」
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を議題といたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

４番委員。 

４番委員  ；はい。それでは 16 ページの児童家庭支援事業費、母子生活支援施設委託料 500 万円

の内容と、こども食堂物価高騰対策応援補助金ということで、この対象の団体の数と、

あと、実績などもし分かれば教えていただきたいのですが。 

委員長   ；子育て支援課長。 

子育て支援課長；はい。よろしくお願いします。 

まず１つ目の母子生活支援施設委託料について御説明いたします。 

この母子生活支援施設は、配偶者がいてもＤＶや、児童虐待などの理由で一緒に暮

らせない母子、経済的に困窮して生活が困難な母子家庭などが入所できる施設でご

ざいます。これらの母子を保護し、生活の安定と自立促進を目的としております。 

この施設では、母子が一緒に生活できる居住が提供され、生活支援や就労支援、子ど

もの保育や学習支援、相談支援など、多面的な支援が行われます。 

この施設に入所するための費用は、原則として入所者本人が支払うこととなってお

りますが、生活保護世帯等は免除がされます。 

この運営費は、国、県、市がそれぞれ２分の１、４分の１、市が４分の１の負担をし

て請求を受けて支払うこととなっております。 

今回、この 500 万円の内訳ですが、当初予算の際には、令和６年度に入所していた施

設の運営費を参考に、月額 25 万円の費用で２世帯が入所する想定をしておりました

が、令和７年度の実績では、１世帯が 40 万円の施設、もう１世帯が 50 万円の月額施

設に入所したことによって、差額が 500 万円生まれたために、その差額分を補正する

ものでございます。 

続きまして、こども食堂の物価高騰対策応援補助金の 60 万円の補正について、御説

明いたします。 

こちらについては、市内で活動する５つの団体がこども食堂を開催しております。昨

今の物価高騰を受けまして、物価高騰分を助成することによって、引き続き安定した

こども食堂の運営を行ってもらうために、今回新規で創設するものになります。 

対象となる経費は、食材料費、消耗品費、光熱水費、宣伝のためのチラシ印刷費、通

信運搬費、保険料、さらには会場使用料を見込んでおります。 

補助金額につきましては、補助対象経費の額、または提供した食事数に 250 円を乗じ

て得た額のいずれか少ない金額としております。 
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この 250 円の根拠ですが、実施団体の聞き取りにより、１食当たりの経費が約 500 円

でございました。恵那市の補助金のルールにのっとってその２分の１を補助すると

いうことで、250 円という単価を設けております。 

なお、現在こども食堂を実施している団体、個人につきましては、スポンサー食堂 ken

ちゃん、ともだち食堂え～な、AOZORA 子育て食堂、社会福祉協議会山岡支部のさと

やま食堂、社会福祉協議会明智支部のぬくたい食堂の５つでございます。 

実績ですが、開催回数がそれぞれ団体によって異なりますので、１番多く開催をした

スポンサー食堂 ken ちゃんにつきましては、令和６年度の参加人数が約 4,000 人、と

もだち食堂え～なにつきましては 174 人、 AOZORA 子育て食堂につきましては 350

人、さとやま食堂は 151 人、ぬくたい食堂は 193 人でした。以上になります。 

委員長   ；はい。ほかにありませんか。 

       （「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第７９号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第７９号」は原案のとおり、可決すべきものと決

しました。 

 

委員長   ；次に、「議第８０号 令和７年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第８０号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第８０号」は原案のとおり、可決すべきものと決
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しました。 

 

委員長   ；次に「議第８１号 令和７年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」

を議題といたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；討論ありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第８１号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第８１号」は原案のとおり、可決すべきものと決

しました。 

 

委員長   ；次に、「議第８４号 令和７年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；御質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；討論はありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第８４号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第８４号」は原案のとおり、可決すべきものと決

しました。 

 

委員長   ；次に、「議第８５号 令和７年度恵那市病院事業会計補正予算（第１号）」を議題と

いたします。 

本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

４番委員。 
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４番委員  ；はい。医療機器の購入費 2,320 万円、この内訳を教えてください。 

委員長   ；はい、地域医療課長。 

地域医療課長；はい。よろしくお願いします。 

医療機器購入費の内訳ですが、市立恵那病院における医療機器の購入になります。 

その内訳としまして、病棟における患者様の生体情報を表示するベッドサイドモニ

タを集中管理するセントラルモニタが故障したため、こちらに 630 万円。各診療室

への患者様を案内する外来表示システムの故障により 290 万円。整形外科におけ

る、手術中の患部の状況を正確に素早く画像として描き出すⅩ線透視診断装置の故

障に 1,400 万円の合計 2,320 万円を計上しております。以上でございます。 

委員長   ；はい。ほかにありませんか。 

       （「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

本件に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；討論ありませんので、ただいまから採決を行います。 

「議第８５号」は原案のとおり可決すべきものに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛 成 者 挙 手） 

委員長   ；全会一致であります。よって「議第８５号」は原案のとおり、可決すべきものと決

しました。 

 

委員長   ；以上で予定の議題を終了しました。 

最後に、本会議における委員会審査結果報告書の作成については、正副委員長に一

任いただくことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

委員長   ；ありがとうございます。 

それではこれをもちまして、令和７年第３回市民福祉委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

午後１時 41 分閉会 

 

恵那市議会委員会条例第 30 条の規定によりここに署名又は押印する。 

 

                    恵那市議会 市民福祉委員長  太田 敦之 


